
（款）　 （項）　5総務管理費 （目）　5一般管理費

◎契約の経費

【総合計画上の位置づけ】

【事業の目的】
対象

意図

効果

【事業の内容】
(1)

・

【中事業に含まれる実施計画事業】

【事業費】

主な支出内訳
・

　契約管理システム機器等賃借料 1,141
　電子入札システム事業費負担金 255

契約事務
　電子入札システム事業委託料 9,304

不用額
11,680 11,680 11,071 609

当初予算額 予算現額 支出済額 翌年度繰越額

契約事務
電子入札システムの全面的な活用により、利便性の向上と事務の合理化を一層進めた。契
約事務の透明性・公正性を図った。

電子入札システム共同運営事業（６－１－３－⑤）

（単位：千円）

公共工事等発注の透明性の確保、公正な競争の促進、適正な契約事務の執行体制の確保
を図るため。

発注の透明性の確保、適正な執行体制確保を進めるとともに、電子入札システムの全面的
な活用により、市および登録業者の利便性の向上を図る。

行財政運営：地方分権社会に対応した持続可能な行財政基盤の確立と効果的な都市経営
をめざします

事業者等

】

計画の前提

10総務費

契約事務 【 契約検査課



事務事業

№/名　称
事務事業 213 契約事務

単　　　位 1192 契約事務

主管課 契約検査課 関連課

分野名 行財政運営

目標
（目標値）
人口等の データ区分

データ 人　　　口
世　帯　数

運営資源 決算値

状　　　況 （国　・　県）

（負担金等）

（一般財源）

人員配置数

人 件 費

協　働　の
パートナー

事務事業
運営経費

市民１人当
りの経費

対象者１人
当りの経費

　20年度事務事業の変更点（新規・廃止・縮小した個別事業）/事業仕分けの視点による妥当性の評価

変更額（千円） 妥当性※

※妥当性の評価

① 必要性なし

② 民間

③ 国・県

④ 現行どおり(鎌倉市)

年度 19年度 20年度 21年度

目標値

実績値

年度 19年度 20年度 21年度

目標値

実績値

年度 19年度 20年度 21年度

目標値

実績値

年度 19年度 20年度 21年度

目標値
実績値

　　評価　　◎：目標を達成　　○：目標に向かって前進している　　△：横ばい　　×：後退している

　ベンチマーク（県内外自治体や民間団体との比較値）

団体名 横浜市 川崎市 横須賀市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市

53,635千円

64,706千円 64,307千円

54,097千円

11,071千円 10,210千円 

11,071千円

個別事業名

なし

指　　標 評価

２０年度

事業の変更点・変更理由

指　　標

１９年度 １８年度

175,902人 175,051人

ザイムス
コード及び
個別事業
名

176,484人

評価

評価

評価指　　標

総務-20 契約事務

・各年4月1日

77,430世帯 76,536世帯 75,611世帯

「予算事項別明細の内容説明」の事業の意図や効果から、透明性の高い公正な競争による契約事務を執行する。

□サービス部門

■支　援　部 門

32,161千円
3.5人6.0人 6.0人

最終年度（  年度）

10,235千円 

10,235千円

22年度 最終年度（  年度）

42,369千円総事業費

367円 366円 242円

10,210千円

逗子市茅ヶ崎市

最終年度（　　年度）

事務事業評価シート

22年度

22年度

指　　標

22年度 最終年度（  年度）

備　　考



A:充実又は拡大 C:統合又は縮小 E:事業完了 改善の必要性

B:現状のまま継続 D:廃止又は休止 有

A:充実又は拡大 C:統合又は縮小 E:事業完了 改善の必要性

B:現状のまま継続 D:廃止又は休止 有

担当部名 部長名

創意・工夫・
課題等改善
状況

（上記対応できなかった課題・問題点について今後どのように対応（改善）していきますか）

事務事業評価シート

二次評価（部長評価）

今後の方向性

担当課長氏名： 　　伊藤　昌裕

・電子入札システムの利用拡大を図りながら、増加する契約検査課の業務に対処するた
めには、電子入札システムを操作できる端末機器の増設、各課職員に対する操作研修な
どが考えられる。今後はこれらについて具体的な検討に着手していく。
・電子入札システムの利用を前提とした本市の入札事務の運用について検討を開始す
る。

・電子入札システムの庁内での利用拡大と入札事務の見直しについて検討する。
・契約事務の適正執行のため、全職員の契約事務に関する知識の習得に努める。
・契約の公正性・透明性を高めるため、随意契約のあり方について検討する。
・工事に係る事務の見直しについて検討する。

（20年度事務事業を実施するうえでの課題・問題点は、どのようなことでしたか）

（課題・問題点についてどのような創意工夫、改善をしましたか。また、どのような成果がありましたか）

（20年度事務事業の取組において対応（解決）できなかったものはどのようなことですか）

・電子入札システムの利用拡大を図るため、各課が行う入札について、契約検査課による電子入札
システムの操作支援を本格的に実施した。
・契約事務の適正執行のため、各課の契約事務処理状況の確認調査を行った。その結果を受け、
「契約事務の手引き」を作成し、職員研修を実施するなど、本市の契約事務についての再考を行うと
ともに職員の知識の習得に努めた。
・「鎌倉市随意契約締結結果の公表に関する取扱基準」を制定し、本市が行った随意契約の締結結
果について鎌倉グリーンネット上での公表を開始した。
・工事請負契約における総合評価落札方式の本格実施に向け、試行を実施した。

課題・問題点

未解決の課
題・問題点

今後の方針
（対応・改善）

創意・工夫・課
題等の改善点
20年度の成果

A

・入札代行及び他課への電子入札システムの操作支援に伴う事務量の増加に対応する
ため、業務の見直しが必要であったが、具体的な検討に着手できずに21年度に先送りし
た。
・賃借料の入札代行を20年度から開始する予定であったが、他課への電子入札システム
の操作支援により吸収した形となり、入札代行は行っていない。入札代行について再度検
討を行い課題や問題点等を精査する必要がある。

総務部 兵藤　　芳朗

一次評価（課長評価）

A

今後の方向性
　一般競争入札の対象範囲の拡大及び入札代行の拡充など、入札制度の改革を進める。

「競争性の確保される制度」「談合のしにくい制度」「透明性の高い制度」の３つの視点から、引き続き入
札・契約制度の見直しを進め、公平性・公正性・透明性のより一層の確保に努めていく。


